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自賠責保険料の損金算入時期

Q ●
● 当社では、先月、社用車を購入し自賠

責保険料を支払いましたが、保険期間は3年

です。保険料全額を一括して損金算入してよ

いのでしょうか。

A:毎期継続して支出時の損金に一括計上

している場合には、その処理が認められてい

るようです。

【解説】

｢短期前払費用」の取扱いでは、前払費用

のうち、その提供される役務が支払日から1

年を超える場合には、期間対応の費用として

の経理処理が要求されますから、3年分の自

賠責保険の保険料を支払った場合には、未経

過期間に対応する保険料は前払処理が必要と

も考えられます。

しかし、自賠責保険契約は、その締結が強

制されていることから、その契約に係る保険

料は一種の租税公課とも考えられます。また

その契約にかかる保険料の支払いがなければ

車検を受けることができないことから、その

保険料は車検費用の一部とも考えられます。

したがって、自賠責保険料は一般の損害保

険料とその性格が異なり、保険期間も最長3

年であり、かつ、保険料も少額であることか

ら、強いて期間対応して損金算入しなければ

ならないものとは考えられないため、継続し

て支出時の損金としている場合には、その経

理処理が認められるものと思われます。

、

その他、自動車税、自動車取得税、重量税、

車検費用なども納付日等において、一括損金

とすることができます。
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